
回覧用

昇任試験
ガイドブック

手軽に！
スマホがあれば
いつでもどこでも
学習できる！

便利に！

サクサク解ける

操作性で

効率UP!

令和令和

お得に！

課金なしで SA集

【一問一答】がまるごと

アプリで解ける！

８月号別冊（7月10日発行）

で解けます！
SA集【一問一答】が

有効期限：2024 年６月30日まで



人それぞれ性格や価値観が異なるのと同様に、

自分にとってベストを尽くすことができる働き方も

人それぞれ異なります。

昇任試験を受験することは、自分らしい働き方を見つけ、

選択できる可能性を広げる一歩につながります。
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昇任試験を受験するメリット
自己を高め、能力を発揮するために自己を高め、能力を発揮するために
昇任試験に挑戦する。昇任試験に挑戦する。

実務への自信実務への自信
　昇任するためには、様々な課題や施策等の把握に努める
必要があります。昇任を意識して、常に問題意識を持ち、
分からないことは調べて解決していくことを日々繰り返す
ことで、実務に自信がついてきます。

merit

2

給与給与merit

3

　令和5年4月に、定年年齢が60歳から65歳まで引き上げられる地方公務員法の一部を改正する法律が
施行されました。退職する人が減れば、その分昇任できる人が減るので、今後、試験の難化が予想されます。

定年年齢の引き上げ

　令和5年度から13年度にかけ
て、2年に1歳ずつ定年年齢が引
き上げられます。

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
S42～

S41

S40
S39
S38
誕生年度

役職定年制

　組織の新陳代謝を確保し、組織
活力を維持するために、警部以上
の管理監督職の職員は一律で警部
補に降任します。

巡査 巡査
巡査部長 巡査部長
警部補 警部補
警部以上

【60歳年度】 【61歳年度以降】

　61歳に達する年度以後の俸給
月額 ( 基本給 )は、俸給月額の 7
割水準となります。

俸給月額
60歳時点の
７割を保障

俸給月額
７
割

【60歳年度】 【61歳年度以降】

給与

　警察官の給与は、階級による等級と年功による号給で決定します。
　給与以外にも階級に応じて、退職金、年金の額が変わってきます。

R14
64 6563626160

63 64626160

62 636160

61 6260

60 61

年度

定年延長制度とは？COLUM

参考：生涯年収（大卒）比較 単位：円
退職階級
（昇任年数）

巡査長 巡査部長
（5年目）

警部補
（10年目）

警部
（20年目）

警視
（30年目）

生涯年収 ( 賞与込 )※ 198,916,806 204,099,539 205,678,341 215,202,719 218,677,470
※�諸手当、退職金除く　　※賞与 4.5 か月／年として計算　
※神奈川県「公安職給与表」、総務省「令和 3年公務員給与の実態」を基に作成

キャリアパスキャリアパス
　自分が将来なりたい警察官をイメージすることができれ
ば、目標に向けた必要な能力、実務経験が見えてきます。
昇任することは、仕事の幅を広げ、経験を積むことができ
るという意味でとても重要です。

merit
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勉強を始めるときのよくあるお悩み

いきなり問題集を開
くのではなく、まず
は昇任試験に関する
情報を集めましょう。

Q

「勉強を始めよう！」
と思ったのですが、
何から始めたらよい
のか分かりません…。

A
　昇任試験対策を効率的に進めるためには、情報収集が欠か
せません。人それぞれ収集すべき情報は異なりますが、ひと
まず昇任試験の日程や試験概要など基本的なものから調べて
みましょう。情報収集の方法としては、合格した人に話を聞
くことが一番ですが、周りにそのような人がいない場合は、
昇任試験対策誌各社サイトでも合格者の声を読むことができ
ます。収集した情報を基に、教材や勉強方法を選定して、具
体的な計画を立ててみましょう。

一番リーズナブルな
勉強方法は独学です
が、教材があると効
率的に学習すること
ができます。Q

勉強するための教材に
あまりお金をかけたく
ないのですが…。

A
　独学は一番お金がかかりませんが、必要資料の収集、理解、
昇任試験への対応まで全て自分で行う必要があります。さ
らに、法改正や実務指針の変更があった場合は、変更箇所
や理由等を自分で整理しなければならず、時間と労力を要し
ます。その点、昇任試験対策誌は、日々昇任試験を分析し、
昇任試験で問われる箇所を理解・暗記しやすく編集してある
ので、独学よりお金はかかりますが、効率的に学習すること
ができます。

Question Answer

Question Answer

STEP.2
教材
選定

STEP.1
情報
収集

STEP.3
計画
策定

勉強準備のための３STEP勉強準備のための３STEP
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昇任試験の勉強をす
ることは、実務能力
の向上にもつながり
ます。

Q

実務に自信がなく、
昇任試験を受験する
にはまだ早い気がし
ます…。

A

小さな目標を立て、
少しずつ達成してい
くことで、勉強習慣
をつけましょう。

Q

意思が弱いので、
勉強を続けられるか
心配です…。

A

Question Answer

AnswerQuestion

　昇任試験の問題は、「試験のため」ではなく、「職務を遂行
する上で重要であるため」出題されます。そのため、昇任試
験合格を目指し勉強をすれば、職務遂行上重要かつ必要な
知識を習得することができ、ひいては実務能力の向上につな
がります。また、自分が扱っている事案において、「この職
務執行はどの法律に根拠があるか」等、根拠や判例等を確
認することで、実務に関する知識が積み重なり、日々の職務
が昇任試験対策にもなります。

　いきなり「1日３時間勉強する」等の高い目標を設定す
ると、途中で挫折してしまうことが少なくありません。ま
ずは、「1日 1問解く」「日々の職務に関係する SAを解く」
など、毎日の小さな目標を立て、達成できれば次の目標に
進み、これを繰り返すことで勉強習慣をつけましょう。勉
強習慣がついてくれば、継続することができた達成感で自
信が生まれ、それが更なるモチベーションにつながります。

実務能力
の向上

昇任試験
対策

基礎固め

SA＆論文対策

直前対策

実務と昇任試験の相乗効果実務と昇任試験の相乗効果
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KOSUZOとは
　KOSUZOは、毎月10日に発行される本誌、昇試サブノー
トをはじめ、豊富なラインナップを揃えた昇任試験対策誌で
す。初学者から上級幹部を目指す方まで幅広く対応し、書籍
に連動した購読者向けのスマホアプリも配信しています。自
分に合った学習法が選べるので、より効果的に昇任試験合格
を目指すことができます。

　

KOSUZOが選ばれる６つの理由

4 5 6

フルカラーテキスト

　KOSUZOは他誌にはな
いフルカラーテキストで、
読みやすく頭に残りやすい
ため、本を読むのが苦手と
いう方やあまり勉強が得意
でない方にもおすすめです。

スマホアプリ

　毎月発行の書籍の内容を
スマホで「読む」、「解く」、「聴
く」ことができます。スマホ
アプリなので、いつでもど
こでも学習ができ、ちょっ
としたスキマ時間の活用に
も役立ちます。

合格カリキュラム

　知識を新たに吸収するイ
ンプットと知識の定着を確
認するアウトプットのバラ
ンスを考えた誌面構成によ
り、合格までの最短ルート
を提示します。

厳選問題

　頻出論点に加え、最新情
勢を盛り込んだ新しい問題
が多数記載されているた
め、昇任試験勉強に役立つ
「実際に試験に出る問題」
を解くことができます。

ビジュアル解説

　図表やイラストを多用し
て分かりやすくまとめたビ
ジュアル解説で、難解な法
律・実務の論点の理解を深
めることができます。

「分かる」法学

　初学者でも理解すること
ができるように、分かりや
すく、噛み砕いた解説をし
ているので、法学を１から
学習することができます。

1 2 3

論文 K n o w l e d g e

法学論文 L e g a l  K n o w l e d g e 実務論文 Pr a c t i c a l  K n o w l e d g e憲法・行政法
論文  肖像権と犯罪捜査   080簡記  即時強制  

 084

刑法
論文  窃盗罪と器物損壊罪の擬律判断   086簡記  共犯と身分  

 090

刑事訴訟法
論文  立会人の指示説明   092簡記  科刑上一罪の公訴時効の起算点   096

警察管理・警務
論文  公安委員会宛ての苦情への対応要領   100簡記  捜査費の適正な執行   104

生活安全
論文  非行少年を生まない社会づくりの 推進  

 106簡記  人身安全関連事案への対応上の留意 事項  
 110

地域
論文  職務質問実施時の受傷事故防止   112簡記  水難事故防止対策   116

刑事
論文  特殊詐欺の検挙方策   118簡記  暴力団対策の対象となる暴力団等   122

交通
論文  危険運転致死傷罪適用事件の初動 捜査要領  

 124簡記  地域交通安全活動推進委員   128

警備
論文  中国による対日諸工作の端緒把握 方策  

 131
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001-003_全国_目次.indd   3

2023/07/25   18:43:12
2023/07/25   18:43:12

S・A S h o r t  A n s w e r

重要   重要・頻出な知識を含む
問題

法改正   法改正又は新規立法に関
する問題

時事   近時の情勢や新たな施策
に関する問題

リンク   今月の昇試サブノートで取
り扱っているテーマ

基本   必ず押さえておくべき基本
的な問題

憲法
 01 天　皇
 02 通信の秘密

 03 自白の証拠能力と証明力

警察行政法
 04 国民・住民による警察の

統制

 05 管轄区域外における権限

 06 凶器捜検
 07 武器の使用

 08 行政指導
 09 行政事件訴訟法

刑法
 10 結果的加重犯

 11 実行の着手

 12 必要的共犯

 13 賄賂の罪
 14 騒乱の罪
 15 殺人の罪
 16 強盗の罪
 17 令和 5年改正刑法

刑事訴訟法
 18 違法捜査の抑制

 19 自　首
 20 緊急逮捕
 21 押収が制限される場合

 22 検証・鑑定

 23 証拠物の保管、還付・仮
還付

 24 付審判請求手続・検察審
査会制度

総務・警務
 25 外国人等との共生社会の実

現に向けた取組

 26 警察署協議会

 27 捜査と留置の分離

生活安全
 28 繁華街・歓楽街の安全・

安心の確保

 29 サイバー関連用語

 30 精神障害者に係る通報

 31 人身取引事犯への対応

 32 医薬品医療機器等法

地域
 33 地域警察運営規則

 34 巡　視
 35 無線機器等の保管管理

 36 熊等が住宅街に出没した
場合の対応

刑事
 37 捜査員による被害者等対

応要領

 38 現場における初動措置要
領

 39 還付・仮還付

 40 重要凶悪事件に係る的確
な捜査の推進

 41 資料採取の留意点

 42 ヤード対策

 43 暴力団員の社会復帰対策

交通
 44 交通事故に係る被害者支

援

 45 携帯電話使用等

 46 安全運転管理者に関する
規定の整備等

 47 運転技能検査の対象とな
る違反行為

 48 交通検問

警備
 49 警衛要則
 50 サイバー攻撃対策におけ

る官民連携

問題 006 解説 032

問題 007 解説 034

問題 010 解説 040

問題 013 解説 047

問題 017 解説 055

問題 018 解説 058

問題 021 解説 062

問題 023 解説 066

問題 026 解説 071

問題 029 解説 077
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合格者の声

KOSUZOを選んだ決め手は
何ですか？

・他誌と比べてとても見やすいと感じた／神奈川県
・KOSUZO読者の合格者が多いので変えた／北海道
・先に昇任した同期が使っていた／埼玉県
・一番良い対策本と聞いた／大阪府
・見本を見た時、自分に合いそうだった／福岡県

　KOSUZOは毎年多くの合格者を輩出しています。
　合格するためのノウハウがつまった先輩の意見・感想をご
紹介します。

薦められて始める方が多いですが、
中身を吟味して決める方も増えています。

同僚や後輩にKOSUZOを
薦めたいと思いますか？

・乗り換えて 1年目で合格できた／大阪府
・なかなか合格できない部下に薦めます／鹿児島県
・要点が整理され勉強しやすかった／山口県
・試験だけでなく、実務でも役に立った／兵庫県
・KOSUZOのみで合格できた／広島県

97%という高い数値は
KOSUZOへの信頼の証です。

3

KOSUZOは実際の
出題傾向に合っていましたか？

・法学が特に合っていた／大分県
・全体的に出題傾向が一致していた／宮城県
・しっかり当県の対策がされていた／千葉県
・セレクト集の一致がすごい／愛知県
・旬な話題が載っていた／長野県

各都道府県で出題傾向が異なる中、
90％の方に高い評価をいただきました。

2

1
上司・同僚の薦め

35％

周りで
読んでいる人が

多いから
22％

見本や
チラシを見て
16％

他誌と比べて
14％

アプリ 7％
その他 6％

合っていた
90％

薦めたい
97％
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KOSUZOの内容がスマホ１台で勉強できる！
スキマ時間を有効活用することが合格への第一歩！

1日10分

スキマ時間の活用法

論文を聴く
まずは聴き流し、法律特有の言い
回しに慣れる

寝る前や
スマホをいじりながら

一問一答を解く
10 問を目標に解いて
基礎知識を習得

SAを解く
毎日 5問を解くことで
勉強を習慣化

サブノートを読む
普段の業務に関係するところから
読んで、日々の実務に活かす

毎日 10分スマホ学習を続けると…
1 か月で 10 分×   30 日 ＝　 300 分（5 時間）

半年で 10 分× 180 日 ＝1,800 分（30 時間）
1 年で 10 分× 365 日 ＝3,650 分（60 時間）

小さな積み重ねが
合格に繋がります！

昼食を早めに
切り上げたスキマ時間に

グッとこらえて
晩酌前に

移動時間や待機時間に

式
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オリジナルのSA集がオリジナルのSA集が
作成できるなど作成できるなど
アプリならではアプリならではの勉強法の勉強法

KOSUZO読者のKOSUZO読者の
声を反映した声を反映した
多数の機能多数の機能を搭載を搭載

親しみやすいデザインで親しみやすいデザインで
使いやすさ使いやすさとと
学習効率学習効率を追求を追求

最大２年分最大２年分のコンテンツをのコンテンツを
スマホ１台で利用可能スマホ１台で利用可能

昇任試験対策の新しいカタチ

!

書籍と連動するアプリ

右のQRコード
からアプリを
ダウンロード

メールアドレス等の
ユーザー登録

書籍に掲載されているQRコード
からコンテンツをダウンロード

KOSUZOで昇任試験に合格された方に
　　　　 を贈呈させていただきます。

お手続はコチラから ▶▶▶

ご質問はコチラから ▶▶▶

合格記念品のご案内

ご購読者様への     　　　　　　  として
法学に関するご質問を受け付けております。

● KOSUZO の法学に関するご質問を受け付けます。
● 1 件のお問合せにつき 1 つの質問にしてください。
　 （複数質問がある方は、質問ごとにお問合せをご送付ください）
● 質問箇所は、号数、問題番号等で指定してください。
　 　  全国版2023年９月号 SA7の枝⑴
● 1 週間程度で回答いたしますが、それ以上になる場合もございます。
● ご質問の送信後、自動返信メールが届きます。
　 届かない場合は、「@kosuzo.jp」からの受信を許可してください。
● KOSUZO ホームページ ➡ お問合せからもご質問できます。

法学質問サービスのご紹介

※ 上記事項が守られていない場合には、回答できない場合もございますので、ご注意ください。

例

KOSUZO ホームページ（https://kosuzo.jp）➡ 各種申込 ➡ 合格記念品
からもお手続できます。

印鑑

無料サービス

注意事項

キクトレ

サブノート

判例カード

用語集

スマホを活用した効率的な学習法
昇任試験対策の新しいカタチ

今月号の
QRコード

※今月号は10日から
　ダウンロードできます

◆◆◆　コンテンツ紹介　◆◆◆

Ｓ・Ａ

一問一答

CHECK!
CHECK!

書 籍 と 連 動 す る アプリ

今月号のダウンロードはこちらから

アプリKOSUZONEの
ダウンロードはこちら！

豊富な機能でアプリならではの
S・A対策を実現！

法学論文をプロのナレーターが
朗読しているので聴き取りやすい！

スマホで手軽にいつでも
基礎を学べる！

スキマ時間を利用して
判例学習ができる！

見慣れない法律用語も
すぐに意味を確認できる！

ＱRコードを読み取れない場合は右記をご入力ください。 76kt4esb

KOSUZO　 9 月号

令和 5 年 8 月 10 日 発行

落丁・乱丁本はお取替えいたします。

定価 1,500円（税込）

発行者／松﨑 猛
発行所／UM株式会社
　　　　〒110-0005
　　　　東京都台東区上野七丁目 6 番 5 号　VORT上野Ⅱ 3 階
　　　　電話　03-6821-9110〔代表〕　03-6825-8001〔編集〕
　　　　FAX　03-6825-8003
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S・A解説（正解一覧）   031

Short Answer Explication
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KOSUZOで昇任試験に合格された方に
　　　　 を贈呈させていただきます。

お手続はコチラから ▶▶▶

ご質問はコチラから ▶▶▶

合格記念品のご案内

ご購読者様への     　　　　　　  として
法学に関するご質問を受け付けております。

● KOSUZO の法学に関するご質問を受け付けます。
● 1 件のお問合せにつき 1 つの質問にしてください。
　 （複数質問がある方は、質問ごとにお問合せをご送付ください）
● 質問箇所は、号数、問題番号等で指定してください。
　 　  全国版2023年９月号 SA7の枝⑴
● 1 週間程度で回答いたしますが、それ以上になる場合もございます。
● ご質問の送信後、自動返信メールが届きます。
　 届かない場合は、「@kosuzo.jp」からの受信を許可してください。
● KOSUZO ホームページ ➡ お問合せからもご質問できます。

法学質問サービスのご紹介

※ 上記事項が守られていない場合には、回答できない場合もございますので、ご注意ください。

例

KOSUZO ホームページ（https://kosuzo.jp）➡ 各種申込 ➡ 合格記念品
からもお手続できます。

印鑑

無料サービス

注意事項

キクトレ

サブノート

判例カード

用語集

スマホを活用した効率的な学習法
昇任試験対策の新しいカタチ

今月号の
QRコード

※今月号は10日から
　ダウンロードできます

◆◆◆　コンテンツ紹介　◆◆◆

Ｓ・Ａ

一問一答

CHECK!
CHECK!

書 籍 と 連 動 す る アプリ

今月号のダウンロードはこちらから

アプリKOSUZONEの
ダウンロードはこちら！

豊富な機能でアプリならではの
S・A対策を実現！

法学論文をプロのナレーターが
朗読しているので聴き取りやすい！

スマホで手軽にいつでも
基礎を学べる！

スキマ時間を利用して
判例学習ができる！

見慣れない法律用語も
すぐに意味を確認できる！

ＱRコードを読み取れない場合は右記をご入力ください。 76kt4esb

KOSUZO　 9 月号

令和 5 年 8 月 10 日 発行

落丁・乱丁本はお取替えいたします。

定価 1,500円（税込）

発行者／松﨑 猛
発行所／UM株式会社
　　　　〒110-0005
　　　　東京都台東区上野七丁目 6 番 5 号　VORT上野Ⅱ 3 階
　　　　電話　03-6821-9110〔代表〕　03-6825-8001〔編集〕
　　　　FAX　03-6825-8003
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Check！

カンタン♪
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法学論文・簡記をプロ
の音声で聴ける「キク
トレ」を収録

科目別に一気読みもで
きるので頭の中が整理
しやすい

スキマ時間を活用して、
新判例、重要判例の学
習ができる

見慣れない用語の意味
も50音順表記ですぐ
に確認できる

試験情報を登録すれば
アプリ内で試験までの
残り日数を表示

解き終えたSA、一問
一答の成績を科目ごと
に表示

充実のコンテンツで合格をフルサポート！

オススメ機能

解きたい科目・月号を
選択して解ける！
★�活用法：苦手科目を克服
例 )�一問一答集の刑法
�����250問をまとめて解く
例 )刑訴法SA6か月分を
�����まとめて解く

【ZONEセレクト】
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合格に必要な知識・理解を得られる合格に必要な知識・理解を得られる

昇試サブノート本 誌

毎月発行のKOSUZO本誌、昇試サブノートと、SA・論文対策ができる別冊、
書籍連動アプリ「KOSUZONE」等、強力なラインナップであなたの合格をサポート！

基礎を固める

書籍＆デジタルコンテンツ一覧

ラインナップ

毎月10日発行

書籍と連動するアプリ・・
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SA・論文対策

論文・面接対策

SA対策

KOSUZOの
実況中継版
刑事訴訟法
発売中

KOSUZOの
実況中継版
刑法
発売中 警 察 実 務 対 応

の
実況中継版

警 察 実 務 対 応

の
実況中継版

単行本

SA集【法学編】
10月号別冊
（９月10日発行）

試験に出る事例集
6月号別冊
（2022 年 5月10日発行済み）

教旬ガイドブック
6月号別冊
（5月10日発行）

K
O

SU
Z

O

教旬ガイドブック
令和5・6 年度 昇任試験対応

－ 令和3 ・4 年度版収録 －

2021

2023

教旬ガイドブック_表紙.indd   1 2021/04/21   19:57:47

管理論文＆
面接試験対策
2月号別冊
（1月10日発行）

2023

文
論
理
管

令和 ６ 年度 昇任試験対応

管理論文 & 面接試験対策

2024

PAN7712C PAN186C
PAN186CPAN7712C

管理論文_表紙.indd   1-3 2022/09/09   19:08:28

論文集
１月号別冊
（12月10日発行）

2023

集
文
論

2024

令和 ６ 年度 昇任試験対策

論 文 集

PAN186cPAN7648c

+論文集_H1-4.indd   1 2022/09/09   19:05:24

SA集【一問一答】
8月号別冊
（7月10日発行）

2023

集
Ａ
Ｓ

】
答
一
問
一
【

2024

ＳＡ集【一問一答】

PAN186c スミ
初校

SA集_一問一答_H1-4.indd   1 2022/06/11   9:50:03

実際に出題された
SA問題
5月号別冊
（4月10日発行）

K
O

SU
Z

O

れ
さ
題
出
に
際
実

た

題
問 緊急特版

実際に出題されたSA問題
令和５・６年度 昇任試験対応

2021

2023

実際に出題されたSA問題_表紙_CC2021.indd   1 2021/02/19   19:04:37

SA集【実務編】
11月号別冊
（10月10日発行）

2023

集
Ａ
Ｓ

】
編
務
実
【 令和 ６ 年度 昇任試験対策

ＳＡ集【実務編】

2024 

初校

SA集_実務_H1-4.indd   全ページ 2022/09/09   13:47:59

2023

集
Ａ
Ｓ

】
編
学
法
【 令和 ６ 年度 昇任試験対策

ＳＡ集【法学編】

2024

SA集_法学_H1-4.indd   全ページ 2022/08/25   8:46:08
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KOSUZO本誌【SA】
本当の実力が身につく

010

06 警察行政法

次は、警察官職務執行法に基づく所持品検査として適法とされた行為を列
挙したものであるが、誤りはどれか。

⑴　覚醒剤事犯容疑のある甲に所持品の提示を求め、甲が内ポケットからちり紙等を取
り出した後、「他のポケットも触らせてもらう」と言ったところ、甲が何も言わなかっ
たため、上衣のポケットを外側から触って確認した行為
⑵　持凶器銀行強盗事件の緊急配備中、手配人相に酷似した挙動不審者甲を発見して
職務質問したが、甲が持っていたバッグの開

かい

披
ひ

要求を再三拒否したため、そのバッグ
の施錠されていないチャックを開けて中を見た行為
⑶　民家等を徘

はい

徊
かい

していた暴力団員風の甲がズボンのベルト部分に果物ナイフを差して
いたので、職務質問の際に相手の承諾を得ることなく、これを瞬時に引き抜いた行為
⑷　覚醒剤事犯の嫌疑のある甲に職務質問して上衣を外側から触ったところ、内ポケッ
トに何か堅い物が入っていると思料されたので提示を求めたが、甲がこれに応じな
かったため、上衣内ポケットに手を差し入れて覚醒剤を取り出した行為
⑸　薬物所持の嫌疑のある甲に職務質問中、甲が突然ズボンのポケットから何かを出し
て口に入れたため、それを口から取り出そうとして、甲が暴れたのも相まって甲の歯
が抜けてしまった場合における取り出した行為

07 警察行政法

次は、警察官職務執行法 5条に規定する犯罪の制止に関する記述であるが、
誤りはどれか。

⑴　本条の制止は、犯罪行為によって人の生命・身体に危険が及び、急を要する場合に
限って行うことができる。
⑵　責任能力を欠く刑事未成年者や心神喪失者の行為であっても、本条の制止の対象と
なる。
⑶　犯罪が既遂に達し、完了してしまった場合には、本条の制止を行うことはできない。
⑷　本条の制止は逮捕行為ではないから、継続的に相手方の身体を拘束することはでき
ない。
⑸　本条の制止のための実力行使は、事態に応じた必要な限度内であり、かつ社会通念
上相当と認められるものでなければならない。
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1
おすすめポイント

重要   重要・頻出な知識を含む問題
法改正   法改正又は新規立法に関する問題
時事   近時の情勢や新たな施策に関する問題
リンク   今月の昇試サブノートで取り扱っているテーマ
基本   必ず押さえておくべき基本的な問題

010

06 警察行政法

次は、警察官職務執行法に基づく所持品検査として適法とされた行為を列
挙したものであるが、誤りはどれか。

⑴　覚醒剤事犯容疑のある甲に所持品の提示を求め、甲が内ポケットからちり紙等を取
り出した後、「他のポケットも触らせてもらう」と言ったところ、甲が何も言わなかっ
たため、上衣のポケットを外側から触って確認した行為
⑵　持凶器銀行強盗事件の緊急配備中、手配人相に酷似した挙動不審者甲を発見して
職務質問したが、甲が持っていたバッグの開

かい

披
ひ

要求を再三拒否したため、そのバッグ
の施錠されていないチャックを開けて中を見た行為
⑶　民家等を徘

はい

徊
かい

していた暴力団員風の甲がズボンのベルト部分に果物ナイフを差して
いたので、職務質問の際に相手の承諾を得ることなく、これを瞬時に引き抜いた行為
⑷　覚醒剤事犯の嫌疑のある甲に職務質問して上衣を外側から触ったところ、内ポケッ
トに何か堅い物が入っていると思料されたので提示を求めたが、甲がこれに応じな
かったため、上衣内ポケットに手を差し入れて覚醒剤を取り出した行為
⑸　薬物所持の嫌疑のある甲に職務質問中、甲が突然ズボンのポケットから何かを出し
て口に入れたため、それを口から取り出そうとして、甲が暴れたのも相まって甲の歯
が抜けてしまった場合における取り出した行為

07 警察行政法

次は、警察官職務執行法 5条に規定する犯罪の制止に関する記述であるが、
誤りはどれか。

⑴　本条の制止は、犯罪行為によって人の生命・身体に危険が及び、急を要する場合に
限って行うことができる。
⑵　責任能力を欠く刑事未成年者や心神喪失者の行為であっても、本条の制止の対象と
なる。
⑶　犯罪が既遂に達し、完了してしまった場合には、本条の制止を行うことはできない。
⑷　本条の制止は逮捕行為ではないから、継続的に相手方の身体を拘束することはでき
ない。
⑸　本条の制止のための実力行使は、事態に応じた必要な限度内であり、かつ社会通念
上相当と認められるものでなければならない。
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　初学者でも分かりやす
い丁寧な解説なので、解
いた問題が間違えていて
も解説を読むことで理解
が深まり、問題の論点が
自然と頭に入ります。

理解が深まる
解説

2
　KOSUZO本誌に掲載さ
れたSAは、全てスマホア
プリ「KOSUZONE」に対
応しているので、時間や
場所を選ばず手軽にSA
を解くことができます。

KOSUZONE
対応

初学者は「重要」「基本」
のアイコンが付いた問題
から解くことで、SA試験
を突破するための基礎力
をつけることができます。

問題を解く道しるべ
となるアイコン

アイコン一覧

誌面解説
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1法学〔24問〕：体系的に理解できる問題・解説
2実務〔26問〕：最新の情勢を反映した旬な問題・解説

CONTENTS

010

06 警察行政法

次は、警察官職務執行法に基づく所持品検査として適法とされた行為を列
挙したものであるが、誤りはどれか。

⑴　覚醒剤事犯容疑のある甲に所持品の提示を求め、甲が内ポケットからちり紙等を取
り出した後、「他のポケットも触らせてもらう」と言ったところ、甲が何も言わなかっ
たため、上衣のポケットを外側から触って確認した行為
⑵　持凶器銀行強盗事件の緊急配備中、手配人相に酷似した挙動不審者甲を発見して
職務質問したが、甲が持っていたバッグの開

かい

披
ひ

要求を再三拒否したため、そのバッグ
の施錠されていないチャックを開けて中を見た行為
⑶　民家等を徘

はい

徊
かい

していた暴力団員風の甲がズボンのベルト部分に果物ナイフを差して
いたので、職務質問の際に相手の承諾を得ることなく、これを瞬時に引き抜いた行為
⑷　覚醒剤事犯の嫌疑のある甲に職務質問して上衣を外側から触ったところ、内ポケッ
トに何か堅い物が入っていると思料されたので提示を求めたが、甲がこれに応じな
かったため、上衣内ポケットに手を差し入れて覚醒剤を取り出した行為
⑸　薬物所持の嫌疑のある甲に職務質問中、甲が突然ズボンのポケットから何かを出し
て口に入れたため、それを口から取り出そうとして、甲が暴れたのも相まって甲の歯
が抜けてしまった場合における取り出した行為

07 警察行政法

次は、警察官職務執行法 5条に規定する犯罪の制止に関する記述であるが、
誤りはどれか。

⑴　本条の制止は、犯罪行為によって人の生命・身体に危険が及び、急を要する場合に
限って行うことができる。
⑵　責任能力を欠く刑事未成年者や心神喪失者の行為であっても、本条の制止の対象と
なる。
⑶　犯罪が既遂に達し、完了してしまった場合には、本条の制止を行うことはできない。
⑷　本条の制止は逮捕行為ではないから、継続的に相手方の身体を拘束することはでき
ない。
⑸　本条の制止のための実力行使は、事態に応じた必要な限度内であり、かつ社会通念
上相当と認められるものでなければならない。
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072

42 刑事

疑わしい取引に関する情報 答え ⑵

⑴	○		○	枝文のとおり（犯罪収益移転防止法 8条 1 項）。特定事業者とは、銀行、信用
金庫、保険会社等の金融機関、暗号資産交換業者、ファイナンスリース事業者、
クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、
郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者等である（犯罪収益移転防止法
2条 2項）。

⑵		××		「捜査書類に記載したり、捜査書類に添付する」は妥当でない。疑取情報を事
件捜査の端緒とした場合や事件捜査に活用した場合であっても、そのことを
捜査書類に記載したり、添付してはならない。また、疑取情報は、疎明資料
にもしてはならない。これは、疑取情報が届け出られていることを暴力団等の
反社会的勢力が認知すれば、特定事業者を危険にさらすことになるほか、制
度の信用性が失われ、今後の協力が得られなくなるおそれが高いからである。

⑶	○		○	疑わしい取引の届出は、定められた様式で行うこととなっている。

⑷	○		○	疑取情報は、銀行等から届け出られる情報であるため、罪種に限定されず、
例えば、被疑者が逃走後に開設した預金口座を把握し、開設申込書から所在
等を明らかにするなど、被疑者の所在捜査や交友関係の把握にも有効である。

⑸	○		○	枝文のとおり（枝文解説⑵参照）。したがって、疑取情報の取扱いには十分注
意しなければならない。

 

▲

疑取情報の流れ

疑わしい取引
の発見

疑わしい取引
の届出の受理

国家公安委員会・
警察庁（犯罪収益移
転防止対策室等）

特定事業者 所管行政庁 捜査機関等

届出 通知
提供

情報交換 外国FIU
（資金情報機関）

疑わしい取引の
集約・整理・分析

捜査・調査に
活用

032-080_全国_SA2解.indd   72032-080_全国_SA2解.indd   72 2022/04/21   11:06:422022/04/21   11:06:42

072

42 刑事

疑わしい取引に関する情報 答え ⑵

⑴	○		○	枝文のとおり（犯罪収益移転防止法 8条 1 項）。特定事業者とは、銀行、信用
金庫、保険会社等の金融機関、暗号資産交換業者、ファイナンスリース事業者、
クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、
郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者等である（犯罪収益移転防止法
2条 2項）。
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印象に残る配色なので、
視覚的な理解を深めるこ
とができます。

視覚的に
理解できる配色

解説文の始めにどこが誤
りなのかを記載している
ので、テンポよく解説を
読み進められます。

枝文の誤り箇所を
明示
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KOSUZO本誌【論文】
出る問題と書ける答案例

　警察官職務執行法上の凶器捜検と、刑事訴訟法上の逮捕現場における令状
によらない捜索・差押えとの相違点について簡記しなさい。

簡記

両者の意義を述べた上で、それぞれの性質、目的、対象、実施場所等について比較する。

084

答案例

１　凶器捜検
　　警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者の身体について、凶器
の所持の有無を強制的に調べることができる（警職法 2条 4項）。

２　逮捕現場における令状によらない捜索・差押え
　　警察官は、被疑者を逮捕する場合、逮捕の現場において無令状で被疑事実に関す
る物の捜索・差押えをすることができる（刑訴法220条 1 項 2号・ 3項）。

３　相違点
⑴　性　質
　　　凶器捜検が即時強制としての行政手続であるのに対して、捜索・差押えは捜査
機関が行う強制捜査としての刑事手続である。
⑵　目　的
　　　凶器捜検は被逮捕者による自傷他害防止等を目的とするが、捜索・差押えは証
拠物等の発見を目的とする。
⑶　対　象
　　　凶器捜検は、被逮捕者、勾留状の執行を受けた者等を対象とするが、捜索・差
押えは、被逮捕者のほか、第三者も対象となり得る。
⑷　対象物
　　　凶器捜検の対象物は凶器に限定されるが、捜索・差押えの対象物は差し押さえ
るべき証拠物等である。
⑸　実施場所
　　　凶器捜検は場所の制約はないが、無令状の捜索・差押えは逮捕の現場に限定さ
れる。
⑹　発見した物の措置
　　　凶器捜検では、本人の承諾により、又は警察官の危険防止・被逮捕者の自傷行
為防止に必要な範囲内で強制的に、警察官が一時的に保管することが許される。

　　　捜索では、証拠物件であれば、差押え又は領置により押収することができる。
� 以　上

01 02

03
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1
おすすめポイント

誌面解説

　論文の答案例は、項目
立てを多くし、文章を短
く簡潔にまとめています。
そのため、本番の試験を
想定して、論文の勉強を
進めることができます。

実践的な答案例

2
　「キクトレ」は、KOSU
ZO本誌の法学論文・簡
記を「読んで聞く」⇔「聞
いて読む」新しい方法
で学習することができる
「KOSUZONE」のコンテ
ンツです。聴覚を使った
学習は理解や暗記の助け
になります。

キクトレ対応

答案例を読む前に論点を
整理する「Point」を中心
に学習を進めると、何を
どのように書けばよいの
かが分かってきます。

問題の論点を摑む
「Point」
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1論文　　：法学・実務の論文・簡記を各１問
2キクトレ：アプリで聴ける法学論文・簡記
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凶器捜検と捜索・差押え
　　警職法の凶器捜検は行政目的から規定された処分であり、刑訴法の捜索・差押えは
司法目的から規定された処分であることから、以下の相違点がある。

▲

凶器捜検と捜索・差押えの比較

凶器捜検 捜索・差押え

性　質 即時強制としての行政手続 捜査機関が行う強制捜査としての刑事手続

目　的
警察官の危険防止、被逮捕者による自傷他
害防止の行政目的

証拠物の発見及び証拠保全の捜査目的

手　続 令状は不要 原則として裁判官の発する令状が必要

対象物 凶器に限定される 証拠物等が対象となり、凶器に限定されない

対象者 被逮捕者に限定される 被疑者のほか第三者も対象となり得る

実　施
相手方の意思に反して強制的に凶器の有無
を点検でき、身柄拘束中である限り、いつ
でも、何回でも行うことができる

強制的に行うことができるが、令状の執行
時や逮捕の場合等に 1回行うことができる
にとどまる

程　度

目的達成に必要な限度で認められるにとど
まり、裸にして調べることは許されず、通
常は衣服の上から触れ、上着を脱がせる程
度である

身体の捜索の場合は、衣服の上から触れた
り、上着を脱がせることができる。もっとも、
身体の検査は、身体検査令状が必要とされ
る（刑訴法§218Ⅰ後段）

時間的
制限　

身柄を拘束している限り時間的制限がなく、
逮捕現場で凶器捜検を実施し、引致後に再
度、凶器捜検を実施することも可能である

逮捕現場における捜索・差押えについては、
逮捕と時間的に接着した時に限られる

発見し
た場合
の措置

警察官の危険防止・被逮捕者の自傷行為防
止に必要な範囲内で強制的に、警察官が、
一時的に保管することが許される

証拠物件であれば、差押許可状による差押
え、逮捕に伴う差押え、任意提出による領
置によって、押収することができる

085

  September 2022

憲
法
・
行
政
法

法
学
論
文

01 刑事訴訟に関する法律……刑訴法を始めとする刑
事に関する手続を定めた法律をいい、少年法、刑
事収容施設法、逃亡犯罪人引渡法等も含まれる。

02 逮捕されている者……刑事訴訟に関する法律に基
づき身体拘束を受けている者の全てを意味する。
通常逮捕、緊急逮捕又は現行犯逮捕された被疑者
に限らず、勾留状や鑑定留置状、収容状等の執行
を受けた者、さらに保釈取消し等による収容のた
め身体を拘束された者も含む。

03 勾留状……勾留には、被疑者の勾留と被告人の勾
留があるが、前者を説明すると、捜査機関におい
て、逮捕の持ち時間（最長72時間）を超えても身
柄を拘束する必要がある場合に、検察官が裁判官
に請求して行う長期の身柄拘束をいい、請求を受
けた裁判官が発付するのが勾留状である。
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事に関する手続を定めた法律をいい、少年法、刑
事収容施設法、逃亡犯罪人引渡法等も含まれる。

02 逮捕されている者……刑事訴訟に関する法律に基
づき身体拘束を受けている者の全てを意味する。
通常逮捕、緊急逮捕又は現行犯逮捕された被疑者
に限らず、勾留状や鑑定留置状、収容状等の執行
を受けた者、さらに保釈取消し等による収容のた
め身体を拘束された者も含む。

03 勾留状……勾留には、被疑者の勾留と被告人の勾
留があるが、前者を説明すると、捜査機関におい
て、逮捕の持ち時間（最長72時間）を超えても身
柄を拘束する必要がある場合に、検察官が裁判官
に請求して行う長期の身柄拘束をいい、請求を受
けた裁判官が発付するのが勾留状である。
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難解な用語等について、
ページ内ですぐに意味が
確認できる用語解説は、
分かりやすく便利です。

分かりやすく
便利な用語解説

論文のテーマについて、
より理解が深まり、詳細
な知識を得ることができ
ます。

出題背景や関連情報
を示すアイコン
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昇試サブノート
ゼロから分かる基本テキスト

1
おすすめポイント

13

人に危害を与える態様で武器使用ができる状況
正当防衛・緊急避難

　刑法上の正当防衛又は緊急避難に当たる場合は、危害を与える態様で武器を使用す
ることができる。

　不正の侵害の程度（傷害又は殺人行為）により、可能な武器使用の態様も異なってくる。
　例えば、侵害者が殺人行為をしようとするのであれば、侵害者が死亡し得る態様の
武器使用（例 侵害者の身体に向けた発砲）であっても、適法と評価され得る。

凶悪犯罪の犯人の現行犯逮捕・緊急逮捕

＊ 　ここでいう補充性とは、「他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合」
であることを指す。

　現行犯逮捕・緊急逮捕が可能であるだけでなく、「凶悪な罪」でなければならない。

凶
悪
な
罪

社会に著しい不安や恐怖を感じさせるもの 例 内乱罪、現住建造物等放火罪
人を殺傷する態様のもの 例 殺人罪、傷害罪、逮捕監禁致死傷罪
人の生命・身体に危害を及ぼすおそれがあって、
かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させる
方法等によるもの

例 強制わいせつ罪、強制性交等罪
　 強盗罪、住居侵入を伴う窃盗罪
　 凶器を携帯した住居侵入罪

撃つしかない！

自己の権利
を防衛急迫不正の侵害

殺す！

●❸
の
状
況

●❺
の
状
況

死刑又は無期若しくは長期 3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる凶悪な罪

これを防ぎ、又は逮捕するため他に手段がないこと（補充性）＊

現に犯した者（現行犯逮捕） 既に犯したと疑うに足りる
充分な理由のある者（緊急逮捕）

職務執行に抵抗若しくは逃亡 第三者が逃がそうと抵抗

09-15_付録サブノート_3行政法.indd   1309-15_付録サブノート_3行政法.indd   13 2022/03/25   9:48:022022/03/25   9:48:02

誌面解説

　具体的にイメージしや
すい誌面構成で、法学＆
実務を初学者にも分かり
やすく解説しているので、
昇試サブノートを毎月読
むことで体系的な知識が
着実に身につきます。

体系的な知識が
身につく

2
　昇試サブノートの内
容はスマホアプリ「KOS
UZONE」で読むことが
できるので、外出先や
通勤途中でも手軽に学
習を進めることができ
ます。

KOSUZONE
対応

視覚的に覚えることが
できるように、昇試サブ
ノートは全ページフルカ
ラーです。

頭に残る
フルカラー誌面
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1基礎法学　：試験に出る、実務に役立つ基礎法学４法
2警察実務　：すぐに使えるポイントを押さえた解説
3判例カード：新判例、重要判例をコンパクトに解説
4用語解説　：基本的な用語を中心にまとめて掲載

CONTENTS

14

逮捕状又は勾引状等による逮捕・勾引等

　凶悪犯罪の犯人の現行犯逮捕等の場合と異なり、法定刑や犯罪の性質による制限は
ない。また、逮捕状の緊急執行（刑訴法§201Ⅱ・§73Ⅲ）は、「逮捕状による逮捕」に
含まれる。

本人の逃走・抵抗及び第三者の抵抗

　逃走・抵抗を図る本人だけでなく、本人の逃走のために抵抗する第三者に対しても、
人に危害を与える態様での武器の使用が許される。

●❹
の
状
況

●❺
の
状
況

逮捕状による逮捕又は勾引状・勾留状による勾引・勾留

これを防ぎ、又は逮捕するため他に手段がないこと（補充性）

職務執行に抵抗若しくは逃亡 第三者が逃がそうと抵抗

後は任せろすまない

凶悪犯人逮捕
or

逮捕状等執行
逃走 抵抗

足下を狙って
制圧しよう

犯人 第三者

武器使用の目的と態様

　武器を使用する目的は、行使できる態様の程度にも影響する。殺人行為のような不正の侵害がある場
合において正当防衛の目的であれば、死亡し得る態様で武器を使用しても適法となり得るが、逮捕の目
的であれば、死亡させてしまうと目的を達成できないので、死亡し得る態様での武器使用は違法となる。
　もっとも、警職法§7但書は、武器使用の態様を制限する規定であって、人に危害を与えた結果に関
する規定ではない。
　したがって、逮捕の目的で、与える危害が必要最小限度のものとなるよう注意義務を尽くした上で相
手に傷害を負わせ得る態様で武器を使用（拳銃で足下を狙うなど）した場合は、相手の予想外の挙動で銃
弾が逸れて身体の中枢部に当たり死亡の結果が生じたとしても、違法とはならない。

1歩
前へ
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まとめて押さえると効果
的な応用論点や重要知識
を更に詳しく解説してい
ます。

読んで欲しい
応用論点を示す
アイコン

文章だけでは理解しにく
い箇所は、チャートや図
表が理解を助けます。

チャートや図表を
多用した解説
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別冊解説

SA集【実務編】

　読者から大好評の「法学アシスト」に続き、図
表で理解を促進する「実務アシスト」が誕生しま
した。インプットとアウトプットが1冊でできる
本書を有効活用することで、合格に直結する基礎
力を身につけることができます。

令和令和

・�最新の情勢を反映した320問と
ポイントを押さえた解説

・�重要論点をビジュアル解説した
「実務アシスト」付き

問題数

解説の充実度

初学者向け

手軽さ

★★★★★
★★★★★
★★★★☆
★★★☆☆

11月号別冊（10月10日発行）

特 長

「実務アシスト」で理解を促進

SA集【法学編】

　法学が苦手な方でも繰り返し問題を解き、じっ
くり解説を読むことで、法律の基礎が体得できる
つくりになっています。初学者の方には基礎固め、
勉強が進んでいる方には仕上げの1冊として使え
る、最強の法学 SA試験対策集です。

令和令和

・�厳選した300問と分かりやすく
丁寧な解説
・�図表やイラストで理解を促進する
「法学アシスト」付き

問題数

解説の充実度

初学者向け

手軽さ

★★★★★
★★★★★
★★★★☆
★★★☆☆

10月号別冊（９月10日発行）

特 長

人気NO.1 書籍



21

実際に出題されたSA問題

　昇任試験対策を効率的に進めるためには、実際
の試験レベルと自分の実力との差を把握すること
が重要です。また、本書はアプリ「KOSUZONE」
にも対応しているので、より手軽に本試験のレベ
ルを体感することができます。

令和令和

・本試験のレベルを体感できる250問
・スマホアプリ「KOSUZONE」対応

問題数

解説の充実度

初学者向け

手軽さ

★★★☆☆
★★★☆☆
★★★☆☆
★★★★★

5月号別冊（4月10日発行）

特 長

現在の実力を把握

SA集【一問一答】

　昇任試験の合格に基礎知識は欠かすことがで
きません。特に、何から始めたらよいのか分から
ない初学者の方は、本書を使い学習することで、
SAを解く上での基礎知識を習得し、本番の試験
で使える正確な知識も増やすことができます。

令和令和

・基礎知識を網羅する1,110問
・�スマホアプリ「KOSUZONE」対応

問題数

解説の充実度

初学者向け

手軽さ

★★★★★
★★★★☆
★★★★★
★★★★★

8月号別冊（7月10日発行）

特 長

初学者におすすめ
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管理論文&面接試験対策

　警察組織が取り組まなければならない喫緊の課
題をテーマに選定し、各級幹部に求められている
判断や具体的方策を答案例としてまとめていま
す。巡査部長試験から警視試験まで、それぞれの
階級に応じて学習することができます。

・�巡査部長~警視試験まで各階級に
対応する40問

・面接試験時の留意事項や
想定問答を網羅

問題数

テーマの充実度

初学者向け

手軽さ

★★★☆☆
★★★★★
★★★☆☆
★★★☆☆

2月号別冊（1月10日発行）

特 長

4 階級の昇任試験に対応

論文集

　本書は、論点や必要項目を提示して「何をどう
書けばよいか」を分かるように編集しています。
本書の法学論文と実務論文をひと通り学習する
と、問題の本質が理解でき、丸暗記に頼ることな
く、合格答案が書けるようになります。

・法学・実務の頻出・重要テーマを
網羅した265問

・�論文は見開き、簡記は 1ページに
まとめたコンパクトな答案例

問題数

テーマの充実度

初学者向け

手軽さ

★★★★★
★★★★★
★★★☆☆
★★★☆☆

１月号別冊（12月10日発行）

特 長

問題の本質が分かる実践的問題集

別冊解説
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試験に出る事例集

　現場で扱う事例について刑法と刑訴法の観点か
らどのように把握すればよいかを解説していま
す。SAと論文、実務と昇任試験、いずれにおい
ても役立つ汎用性の高い 1冊です。

・現場で扱う可能性の高い事例40問
・押さえておきたい法学の知識が満載

問題数

解説の充実度

初学者向け

手軽さ

★★★☆☆
★★★★★
★★★☆☆
★★★★☆

6月号別冊（2022年5月10日発行済み）

特 長

法学と実務の架け橋となる新しい問題集

教旬ガイドブック

　会話形式の資料は「まとめづらい」「理解しに
くい」という読者の声に応えるべく、昇任試験は
もちろん、実務にも役立つようにまとめ直しまし
た。図表を多用して解説しているので、重要テー
マを的確に理解できます。

・2年分の教養資料を編集
・図表とイラストを多用した解説

問題数

解説の充実度

初学者向け

手軽さ

★★★☆☆
★★★★★
★★★★☆
★★★★☆

6月号別冊（5月10日発行）

特 長

会話形式の教養資料を分かりやすく解説
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申込みについて

STEP

1
QRコードでKOSUZO公式サイト
の申込みページにアクセス

STEP

2 申込みフォームに必要項目を入力

　KOSUZOのお申込み方法は、ご所属の都道府
県に準じた方法と、KOSUZO公式サイトからお
手続きいただく方法があります。ご自身のご都合
に合う方法をお選びください。

よくある質問❶ よくある質問❷

いつでも
どこでも
申込みOK

過去に発行された書籍を
購入したいのですが…
定期購読をお申込みいただ
くとご購入いただけます。

　定期購読にお申込みされると、ご所望
のバックナンバーをご購入いただけます。
公式サイトから定期購読をお手続きいた
だくと、申込み時に過去に発行された書
籍を選択して購入することができるので
便利です。

Q
A

職場に勉強していることを
知られたくないのですが…
公式サイトから申込める
個人契約がおすすめです。

　公式サイトから個人契約で申込みいた
だくと、ご自宅に書籍をお届けします。
支払いも給与からの引き落としではなく、
払込取扱票でのお支払いのほか、PayPay
等のアプリ決済サービスをご利用いただ
けます。

Q
A

KOSUZO公式サイトから最短３３分分 で申込み完了！

�※�定期購読（最低 2か月）のお申込みが条件となります。個人契約の場合は毎月送料200円がかかります。
所属での申込みと個人契約では価格が異なる場合がございます。
　申込みに関するお問い合わせ⇒mail：info＠kosuzo.jp　TEL：03-6821-9110
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構成要件該当性

違法性

有責性

共同正犯

単独犯
共犯

1  教唆犯
2  幇助犯
3  共犯と身分

教唆犯

幇助犯
いま ココ！

《今回の予定》

　なお、判例は、「謀議」という言葉を使っていますが、これは、意思の連絡［▲ P.96］、つまり共謀のことであると考えられます。

Y

ZX

Z
Y共謀

Aの家に
強盗に入ろう

X 実行行為をしていない Xにも共謀共同正犯が成立

実行行為
A宅

《まとめ》
●他人を道具として自己の犯罪を実現する場合を、間接正犯という。

●共犯には、共同正犯、教唆犯、幇助犯（従犯）の 3つがあるが、教唆犯と幇助犯を狭義の共犯ともいう。
●共同正犯が成立する場合は、他の共犯者が起こした結果のすべてについて責任を負う（一部実行全部責任の原則）。
●共謀に加わったにすぎない者も、他の共犯者が起こした結果のすべてについて責任を負う場合がある。これを共謀共同正犯という。

第 14 回

　今回は、共
きょう
犯
はん
の 2回目として、教

きょう
唆
さ

犯
はん
と幇

ほう
助
じょ
犯
はん
などを勉強します。

 1  教唆犯

▲

教唆犯とは何か
　まず、教唆犯について勉強しましょう。「教唆」とは、犯罪をするように唆

そそのか
すことをいいます。そして、「唆す」とは、当初は罪を犯すことを決意していなかった者に働きかけ、犯罪をするよう決意させることです。この定義はきちんと覚えてください。
　要するに、「教唆犯」とは、まだ犯罪をすることを決意していなかった者にそのことを決意させた者です。あくまで決意させただけであり、自分で実

じっ
行
こう
行
こう

為
い

をしていません（自分も実行行為を行えば、共
きょう
同
どう
正
せい
犯
はん
になります）。

 Xは、強盗をする気など全くなかった Yに対して、 A宅では宝くじが当たって大金があるようだから押し入って奪ったらどうかと勧め、その気になった Yは強盗を実行した。

CASE 1

第15回 共犯（その 2）

077-126_刑法 実況中継版_12-17回.indd   98-99
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見て分かる
解説！

全ページ
フルカラー！
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念校

1  違法性阻却事由
2  正当防衛とは何か

3  正当防衛の効果

4  正当防衛の要件
5  過剰防衛

正当防衛構成要件該当性

違法性

有責性

緊急避難
法令または正当な業務による行為

その他の違法性阻却事由

いま ココ！

《今回の予定》

第6回 正当防衛

　今回から第 8回まで、犯罪の 2つ目の成立要件［

▲ P.15］である違
い
法
ほう
性
せい
を勉強

します。違法性のところでは、実
は、例外的に違法でないとされる

事由（違
い
法
ほう

性
せい
阻
そ
却
きゃく
事
じ
由
ゆう
）を勉強します。その理由はすぐ後

で説明します。そして、今回は、

違法性阻却事由の 1つ目として、正
せい
当
とう
防
ぼう
衛
えい
を勉強しますが、特に大事なのは

、

その要件です。

 1  違法性阻却事由

▲

意味
　ある行為が何らかの構成要件に

該当するとしても、違法ではない
（だから、

犯罪は成立しない）と判断されるこ
とがあります。

  

１　警察官 Aは、令状を持って、被疑者 Xの同意を得ずに X宅に立ち入

り、捜索をした。

２　泥棒 Bは、 Xの同意を得ずに X宅に押し入り、金品を探した。

CASE 1
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講義形式で
分かりやすい！

具体例で
イメージ

しやすい！

学び直しに最適!!『実況中継版』シリーズ発売中!!
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【キャンペーン概要】
KOSUZOの定期購読を 2023 年 11月 30日までにお申込み
いただいた方に、Amazonギフトカード1,000 円分をプレゼ
ントいたします。
下記のキャンペーンコードをご入力のうえ、お申込みください。
�※ご所属からお申込みされた方（公式サイト以外）は
　別途 03-6821-9110 までご連絡ください。
※Amazonギフトカードは書籍とは別途発送いたします。
※�以下に該当する方は、キャンペーン対象外となります。
・過去3�か月以内に KOSUZO読者だった場合
・下記のキャンペーンコードの入力又は弊社への連絡がない場合
・定期購読を 2�か月以内に解約した場合
・�「KOSUZOの実況中継版」（単行本）のみをご購入する場合
・その他、弊社がキャンペーン対象外と判断した場合

各種申込
REQUEST

TOP　　各種申込　　定期購読（所属契約）

警察官 昇任試験対策誌 各種申込

KOSUZOの定期購読から資料請求などのお申込み

KOSUZOメソッド 書籍紹介 合格者の声 よくある質問 お問合せ

お申込み種別をお選びください

KOSUZO に関する各種お申込みを承ります。

ご質問やご不明点などは〈お問合せページ〉をご利用ください。

定期購読

合格記念品

資料請求

定期購読（所属契約）

◎定期購読の開始月号は、お申込みの次月発送分からとなります。（それ以前の月号はバッ
クナンバー扱いとなります）

◎バックナンバーのご購入も定期購読のご契約が必須となります。

◎書籍の納品先はご所属となります。

◎中止のご連絡をいただくまでは、毎月お届けいたします。定期購読中止のお手続きはご
所属の図書ご担当者様にお申込みください。

◎お申込み後、自動返信メールが届きますので「@kosuzo.jp」からのメール受信を許可し
てください。

選択した
お申込内容

東京都

□□□□部□□□課 /□□□警察署

都道府県

所属

氏名

フリガナ

職員番号

電話番号

お客様情報必須

未入力です

未入力です

未入力です

未入力です

未入力です

メールアドレス 未入力です

未入力の項目があります。ご入力の上、再度確認ボタンを押してください。

※KOSUZOは定期購読（最短でも 2か月間）が前提となります。

確認

同意する個人情報の取扱いについて

任意

選択

バックナンバーをご希望の方

該当のバックナンバーをお選びください。複数選択可能。在庫には限りがございます。

※キャンペーンコードをお持ちの方はご入力ください。

2020年11月号（別冊 SA集 [実務編 ]付き）

2020年12月号

2021年1月号（別冊 論文集付き）

2021年2月号

備考

その他任意

その他任意

キャンペーンコード

未入力です

未入力です

未入力です

I

各種申込
REQUEST

TOP　　各種申込　　定期購読（所属契約）

警察官 昇任試験対策誌 各種申込

KOSUZOの定期購読から資料請求などのお申込み

KOSUZOメソッド 書籍紹介 合格者の声 よくある質問 お問合せ

お申込み種別をお選びください

KOSUZO に関する各種お申込みを承ります。

ご質問やご不明点などは〈お問合せページ〉をご利用ください。

定期購読

合格記念品

資料請求

定期購読（所属契約）

◎定期購読の開始月号は、お申込みの次月発送分からとなります。（それ以前の月号はバッ
クナンバー扱いとなります）

◎バックナンバーのご購入も定期購読のご契約が必須となります。

◎書籍の納品先はご所属となります。

◎中止のご連絡をいただくまでは、毎月お届けいたします。定期購読中止のお手続きはご
所属の図書ご担当者様にお申込みください。

◎お申込み後、自動返信メールが届きますので「@kosuzo.jp」からのメール受信を許可し
てください。

選択した
お申込内容

東京都

□□□□部□□□課 /□□□警察署

都道府県

所属

氏名

フリガナ

職員番号

電話番号

お客様情報必須

未入力です

未入力です

未入力です

未入力です

未入力です

メールアドレス 未入力です

未入力の項目があります。ご入力の上、再度確認ボタンを押してください。

※KOSUZOは定期購読（最短でも 2か月間）が前提となります。

確認

同意する個人情報の取扱いについて

任意

選択

バックナンバーをご希望の方

該当のバックナンバーをお選びください。複数選択可能。在庫には限りがございます。

※キャンペーンコードをお持ちの方はご入力ください。

2020年11月号（別冊 SA集 [実務編 ]付き）

2020年12月号

2021年1月号（別冊 論文集付き）

2021年2月号

備考

その他任意

その他任意

キャンペーンコード

未入力です

未入力です

未入力です

I

KOSUZOの購読を検討している方は、KOSUZOの購読を検討している方は、
11 か月お試しできます！か月お試しできます！

1,0001,000 円分プレゼント！円分プレゼント！
Amazon ギフトカードAmazon ギフトカード

定期購読をお申込みの方へ定期購読をお申込みの方へ

2023年 11 月30日まで

右記のQRコードからお申込みください。
※月号はお選びいただけません。

定期購読申込みの際、
キャンペーンコード欄に

2FC54 とご入力ください。


